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令
；3
組
合
财
罰
金 

を

支

拂

务

名

破

棄

者

を

し

て

賠

償

せ

し

む

る

を

至

當

と

j  

す

可
し
。
然

？
組
合
員
の
多

數

栌
契
約
を
破
棄
す
る
か 

或
^

舰
合
の
妞
織
薄
弱
に
し
て
、
紐
合
員
は
前
金
を
賦

j  

課
す
る
龃
合
を
脫
し>
組
合
外
の
罾
者
と
し
て
、
職

.一
 

業
を
*

む
る
に
難4

ら
^

る
と
き
は
、
果
し
て如

上

の

ン 

方
針
を
厲

行

す
る
を
#
る
や

否
や
、
疑

は

し

き

？
の

あ

\ 

6

と
す
。
玆
に
於
て
如
、

ー
部
の
大
士
ぱ
職
エ
紐
合
殊一
 

に
組
合
役
員
の«
任

を

強

大

な

ら

し

む

る

を

必

喪

と

し

； 

若
し
$

組
合
に
し
セ
適
當
の
通
知
に
接
せf

契
約
破 

薬

叉
は
同
盟
罷
業
に
對
し
て
、

：

篛
金
を
文
拂
ふ
.の

貴

住
. 

あ
6

と
す
れ
ば
、.
龃
合
役
員
は
組
合
員
に
纖
し
て契
約
 

を

遵

守

す
耶
き
こ
と
を
强
要
し
、
又
は
適
當
の
通
知
な

I」 

く
し
て
、
職
業
を
廢
藥
す
る
こ
と
を
禁Jh
す
る
の
手
段 

を

見

出

さ》

る

可

か

ら

岁

と

し

杧6

。

契
約
を
破
棄
し
允
る
者
に
金
鑛
上
の
助
カ
を
與
へ
次

る

のI

琪
は
一
般
に
#

謎
せ
ら
れ
杧
れ
ど
？
、
立
法
上

の
規
定
に̂

て
、
之
を
强
制
す
可
き
や
杏
や
の
點
に
就

て
は
、
議
論
分
岐
し
て
、
統
一
す
る
能
は^

6

き
0

契

.
約
の
履
行
を
保
證
す
る
幻
足
る
保
證
金
提
供
の
件
に
就
.

€■

は
、
第
一
.
保
證
金
制
度
の
當
事
者
の
不
信
用
を
表S

す
^

所
以
な
る
t

と
、，
第 
一j:

職
'エ
組
合
の
資
力
を
以
て

し
て
は
、
充
分
な
る
保
證
金
を
提
供
す
る
に
足
ら
‘次
る

こ
■と
、
第11j

少

額

の

保

證

金

に

、
で

は

、

何

等

當

事

者

を

拘
*

^

^
る
に
足
ら
3 '
'

る
^

と

の

，
三

點

に

於

て

、
，
反

對

論

ぁ
る
を
免
か
れ
3 '
'
彡

き

：
。

瞬
て
®

員
會
$
任
意
に
保
證

金
.の
提
供
せ
ら
-
る
、
場
仓
に
於
て
：は
、
之
に
反
»
ず
る

理
由
な
き
^

、’
之
以
上
に
，何
等0

規
定
を
設
く
る
能
は 

步
と
し
^

-CN
。
\

H

業
契
約
*

行
の
期
服
はT

年
乃
至
五
年
の
間u

届
，
‘ 

A

v

> 

„期
限
後
當
事
者
の1
* -

に
於
<

契
約
の
修
疋
.乂
»

:
 

廢

止

を

希

望

ず

る

と

き

:̂
、

十

四

日

乃

至

六

箇

月

以

前
 

に

之

を

通

知

せ

^

る

可

か

ら

岁

。
‘
此

種

規

定

の

心

ー

双

は 

i

般
に
承
認
せ
ら
れ
允
る
於
、
做
ほ
契
約
の
期
限
の
槪 

し
て
M

期
な
る
t

と
を
希
望
す
石
密
あ6

。
%
特
魏
の



8

I l
l

i

i f

?

期
I

T

f

4含

、
改

：f

 

:

f
 

f

 

t

パ
^

0

5
^

|

的

|

の

簾

生

す

る

場

含

を

u

〜

の

意
f

主

張

し

把

る

者

ぁ1

-
。
藥

I

ま 

» >
^

| ?
|

者
？

發
生
す
る
問
題|

決
^

 

i.
«

g

を
湖
織
1

る
爲
め
に
生
^
る
契
約i

此
機
關
の

運

^

1

8

1

別
し
、
蒼

れ
?

1

U

!

を
S

す
る
l

i

ぁ
ろ
と

し

I

の
期
限 

t

二
年
を
以
て
最
長
期
と
す
可
しi

し
t

i

。

ニ
、
契
約
の
普
及 

:

{ #
1

會 
S

 査
し 
S

 
所 
s

s

f

 

n

 

j 

w

t

i

s

に
成
立
し
I

契
約
I

者
雙
ロ
に
«
T

 

h

!

傭
f

依
て
、
襲

用

せ

倉

、f

多
し
。
提7

 

す
i

働
者
の
靱
に
龃
織
を
存
し\-
?

一 

! j
r

k

r f
?

は
組
合
外
傭
者
を
*
倒
す
る
に
足
る 

勢
力
I

す
れ
ぱ
？

。
然
|

働
者
の
.
組
織
不
|

,

. 

!

場
f

、
.

|

|

!

、| |

懸

ニ 
2

ハ

J

い
5

NC

職
H

f

は
同
盟
罷
業
I

段
に 

?

\

こ

、
系
合
タ
&

者
を
し
て
契
約
に
服
從
せ
し
めI

u

 1 
L

f f
s

f f
s i
l !

f

 
I

.

契

約

をI

地

方

全

體

の

傭

者

に

遵

泰

S

む
'

U
塞

を

'f

f?
?

海

し

賃

倉

所

f
以

て

す』

.

”

5

1

1

事
f

於

て
、

I

I

I

る

は
、
I

f

 

I

I

 

•契

約
I

f

 

^

 

I

雰

存

す

持

せ

ん

と

す

る
C

:

は

、
非

常0
妨

害

把

る

可

し
i

雛
^P、

組
織
の
究
金
な

る
場
合
に
、

以
タ
に
少
數
の
傭
者

t

は
、
 

S

職H

紐
合
は

f

l l
f

泰
す
|

好
！

|

者
に
對
し 
< 

は
、

1

_

|

1 1
| ;
1 |

"

げ

|

者
の
絕

f

最
|

都
合
に
し
て

、

I

 

歎
.f

 

i名
、
其
存
在
ず
る
は
、
契
約
の

.脣
を
汸
り

f

i

t

 可
し
。

f
:

於
.て 

>

y 
/

穸
イ
J

て
力
契
約
を
全
體
の
事

u

£

む
I

寒

i

b

、

I

を
普
及
W

し
む
る
機
關
に
就
て
間
題
を
惹
起
る
を得

少

。t

 

點
に
就
て
はH

業
紛
議
調
査
委
員
會
に
於.V、

普
及
の 

當
否
を
調
査
し
必
要
と
認
め
把
る
事
業
に
對
し
て
は
、 

契
約
の
遵
泰
を
命
令
す
る
の
說
ぁ6
f c

れ
ど
名
、
委

員
 

會
は
商
務
院
に
於
て
適
當
の
機
關
を
構
成
す
る
を
必
喪 

と

し
$ 1

約
の
8

泰
を
命
玄
る
に
當
つ
て
は
、
其
以1 ST
 

に
事
實
を
公
告
し
利
害
關
係
者
を
し
て
廣/\ 
意
見
を
開

11

せ
し
む
る
の
手
段
を
取6

、
契
約
有
效
の
期
間
は
本 

來
の
契
約
の
期
限
如
何
に
狗
は
ら*

、
適
®

之
^*
決
定 

せ
^

る
可
か
ら
岁
と
し
、
委
員
會
の
意
見
と
し
て
、
左 

の
私
案
を
發
表
し
杧
ろ
。

エ

業

契

約

に

し

て

傭

者

組

合

傲7.
.職
エ
組
合
の
代
表 

者
間
に
成
立
し
杞
る
場
合
に
は
、
契

約

期

限

中、
# 

事

者

は

此

契

約

は

當

事

者

杧

る

組

合

員

以

外

の

人;c 

適
用
す
る
を
得
る
？

の
な
る
や
.否
や
を
審
査
す
る
こ 

と
を
商
務
院
に
請
求
す
ふ
を
得
。
商
務
院
は
此
請
求
，

公
表
し
、
併
せ
て
調
査
に
當
るA

名
を
發
表
し
、
調 

查

着

手

前

適

用

せ

ら

る

、
契

約

の

條

項

を

％

公

に

す

.巧し
。

'-調
査
員
奴
契
約
を
^

^

し
杧
る
組
合
は
一
地 

方
を
代
表
す
る
t

足
る
傭
者
®

に
勞
働
者
に
し
て
、

•

其
契
約
は
適
當
な
：み
占
認
ひ
る
と
き
は
、
之
を
全
地
.

方

に

普

及

す

る

こ

と

を

命
^

る

を

得

。

包

し

屯'%©

-

■を
爲
す
に
當
6

除
外
の
要
求
を
爲
す
者
あ
れ
る
と
き 

に
は
、
事
情
を
調
査
し
、
除
外
を
許
可
す
る
を
得
。 

以
上
は
委
員
會
本
報
告
の
大
要
を
拔
萃
し
杧卷
の 

に
し
て
、
取
捨
宜
し
き
を
锻3'
'

る
の
點
»
譯
者
の
寶
に 

任
^

る
所
な
れ
ど
$

、
大
體
に
於y

英
國
宫
民
間
に
、
.
- 

如
何
な
る
方
針
に
依
て
、
勞
働
紛
議
を
解
決
す
る
意
嚮 

の
懷
抱
せ
ら
る
、
や
を
明
に
す
る
に
足
る

-
R
P

の
あ
る
可 

し

耶

錄
IB

査
*

料

菌

ち

委

員

ム

參

考

人

と

の

.間

答

速 

記
ft

六

百

六

十

五

頁

に

，上

る

大

册

に

し

て

、

之

を

讃

過 

す
る
t

t

j

w易
な
ら
す
。
然
名
參
考
人
の
中
に
は
、
昨 

年
來
英
國
の
勞
働
運
動
に
異
彩
を
放
ち
つ
、
あ
る
ジ
.土 

丨
ム
ス
、
一
フ
ー
キ：

ン
め
如
き
あ
ろ
ヽ
多
年
靴
エ
組
合
の 

會頭しタンヵン、へ

y

/'
f 
y

ンの如きあ

6

炭
坑
夫
組
合
代
表
者
に
し

v

、
^
0
M
の
下
院
議
員
杧 

る

”
I
グ

H 

Iの
如
き
あ
み
。
是
等
諸
历
が
如
何
な
る



雜

錄

82

意
見
を
持
し
て
、
今
日
の
層
働
運
動
を
指
導
し
つ
、
ぁ 

る

か

は

、

問

答

速

記

に

.依

v
>

、
‘
其一 .

斑
を
窺
：ふ
を#

、ぺ 

し
0

余
は
^
^
間
題
のW

究
者
に
向
つ
て
本
報
告
诞
に 

附
錄
の
.一

讀
を
望
む
や
切
な6

。

i
i
o

八

C

:銀

倒

財

政

の

交

錯

織

竝
 

預

金

組

織

へ

の

進

展

運

動

、

.:
; 

殊

纪

米

國

の

聯

合

準

備

の
 

、

.新

法

^

就

て
高

島

佐
 

一
0

目

次

：

.

(
1
〕

銀
衧 
>
 
財
政
め
交1

(

ニ)

銀
行̂

國
庫
制
度A
の
關
係 

. 

(

ィ)

頌
金
組
織 

C
P
O

 

'金
庫
組
織 

S

楚
金
庫
組
織

(

三)

' 

預
金
組
織
へ
の
進
歷
動
：.

(
5

 

f

聯
邦
胄#
ま
の
經
罾| |

本
編
の
目
的
は
金
融
に
直
接
交
渉
す
る
財
政
作
用
の 

r

局
面
卽
も
玆
に
，金
融
的
財
政
と
假
題
せ
ん
と
欲
す
る 

ぢ
の
i

齦
行
業
と
の
間
に
存
在
ず
る
所
の
或
る
緊
切
不 

可
離
の
關
係
の
两
容
を
觀
察
し
、
以

てー
國
財
政
の
組

:-

I

.驗
運
用
於
*

#
1C
*-

弥
國
の
銀
行
■

度
、
經
營
に
1

鳳 

し
關
係
す
る
乎
を

叙
說
じ
、
次
い
で
其
關
係
の
 

一
:f

要 

局
®

^

る
鈒
行
毅
に
s

ai

制
度
の
交
錯
を
.
.抽
逄
^

6

て 

其
因
果
關
係
を
槪
論
し
、
之
に
舊
臘
遂
に
大
統
領
ゥ
冲 

ル
ソ
ン
の
署
名
を
經

V

將
來
に
實
施
の
域
に
入
ら
ん
と 

す
る
彼
の
米
國
の
聯
那
維
備
法

(
F
e
d
e
r
a
l
『

豸 

A
c
t
)

を
點
綴
評
論
し
y
ii

庫
制
度
に
就s

て
今
や
*li
t
 

界
の
大
勢
^

ら
ん
と
す
る「

預
金
組
織
の
.進
展
運
動」

の 

眺
»

を
^

姐
\:
>

ん
と
す
る
に
あ
6

0

. 

.

而
し
て
共
和
黨
內
閣
赌
代0

A
l
d
r
i
c
h
-
V
r
e
e
l
a
n
d

 

法
案
を
參
酌
しV

米
國
化
し
、
又
允•ラ
フ
リ
|ン
敎
授
等 

於
提
唱
し
允
る
全
國
準
備
聯
合
會
を
折
衷
し
て
法
化
し 

兼
ね
て
半
世
紀
以
上
の
歷
史
を
檐
へ
る
國
立
銀
行
法
の 

重
要
な
る
一
负
を
切
取
ら
ん
と
す
る
の
此
聯
邦
準
備
法 

は
、一

新
聞
、％
論
せ
る
如
く
、
未
だ
以
て
奈
翁
の
佛
籣 

西
銀
行
、.
比
，公
の
獨
逸
帝
國
銀
行
に
比
較
す
べ

&

ら
次 

る
を
®

ゆ
と
離̂

P
、

少
く
と
$
國
庫
制
度
改
善
問
題
の 

關
す
る
限
6

、
彼
の
十
月
の
新
關
桃
法
と
共
に
米
國
六 

十
年
來
の
名
立
法
と
爲
す
を
妨
げ
次
る
ベし
。

思

务
に
K-
o
b
b
e
w'
が

.
國

寒

を

以
€

L
e
v
i
a
t
h
a
n

.に
ft 

へ
杧
る
は̂

く
人
の
^

る
所
> 

然
ら
ば
國
家
歲
出
入
は
：
 

此
大
動
物
め
靜
動
脈
の
總

V

に
«

る
V

血
潮
に
比
す
べ 

し
、
藎
し
血
液
の
流
動
な
け
れ-
ば

有

機

體

の

•
生

存

は

不 

|

能
な
る
ベ
け
れ
ば
な6
。

又
顧
み
れ
ばp

g
f
,

 

C
o
n
r
a
d

 

一
等
は
錬
行
の
用
を
以
て
人
の
心
臟
に
喻
へ
杧
6

。
吾
人 

亦
之
に
傚
ひ
て
近
世
銀
行
の
®
分
を
比
類
す
る
に
近
世 

國
民
經
濟
組
織
體
を
廻
る
の
血
液
を
以
て
せ
ん
と
す
。 

何
と
な
れ
ば
令
日
の
經
濟
組
織
は
銀
行
の
存
在
な
し
に 

、
，

す
べ
か
ら
す
、
叉
杧
銀
行
の
用
は
其
組
織
體
の
iD 

|

何
な
る
部
分

y
：

遍
在
じ
て
あ
ら
次
る
所
な
け
れ
ば
な6
 

|

國
家
歲
出
入
及S

銀
行
、
，
旣
に
均
し
く
國
家
財
政
竝
に 

國
民
經
濟
の
血
液
女
る
職
分
を
有
し
、
此
ニ
者
、が
財
政 

及
び
經
濟
と
い
ふ
の--
-
.
|
.
有
機
組
織
«

の
全
部
に
#

環
.し 

,
て
其
生
®

の
本
源
を
爲
ず
名
の
なf
ノ
と
せ
ば
、
財
政
及 

1

び
銀
行
業
間
に
は
分
離
す
ベ
か
ら
？
る
の
一
重
要
關
係 

の
在
在
じ
兩
者̂

^

て
一
國
.金
a

經
«
の
運
用
を
完
美 

な
ら
し
む
る
名
の
な
る
こ
と
亦̂
疑
ふ
ベ
か
ら
ず
。

次
に
抽
象
的
な
る
比
偷
を
離
れ-<
此
點
に
關
す
る
具


